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朝
鮮
統
治

の
道
如
何

a 

11: 

‘越

奥

~-一世相句晶

1民民

滋
自
家
朝
鮮
の

而
し
て
隷
背
部
に
は
我

一v ， . . 
r 

縫
合
同
所
前
合
邦
議
動
な
る
唱
の
を
起
し
セ
J

郊
の
策
士
な
る
者
が
伏
在
す
る
、
此
が
潟
め
新
関
紙
中
に
局
、
総
々
之
に
賛
同
す
る
者
な

h

も
あ
ら
ー
ヂ
。
然
る
鴎
統
蛍
砂
日
繭
子
一
が
新
ぶ
蹄
朝
ず
る
乙
1'」

は
再
ぴ
朝
野
の
問
題
と
な
っ

t

て
4

人
家
食
ι

を

に

じ

日
五
人
ふ



‘ 、

ぺ
2

e

践
し
花

ιい
ふ
が
如
法
は
、
天
下
後
世
を
し
て
徳
川
一
家
康
の
如
何
仁
若
狭
縫
に
し
て
、
私
利
そ
計

ト
ー
る
い
の
外
な
営
者
で
あ
る

E
を
岡
山
・
は
し
め
ゼ
ゴ
赴
れ
'
徳
川
一
一
…
百
年
の
康
氏
を
援
す
持
紡
で
あ
っ

一
花
が
一
、
岩
し
伊
藤
n
仰
の

J

死
を
以
て
靭
鮮
慮
分
の
機
舎
と
な
一
3
ん
と
す
る

i

が
如
営
者
あ
ら
ば
延
れ

一
我
が
明
治
天
皇
陛
下
そ
し
て
¥
家
一
廉
が
方
麗
寺
の
鎚
の
銘
…
に
よ
っ
て
盟
腔
誌
を
彪
分
し
た
る
が

r

'

加
を
磁
を
受
け
し
む
る
は
の
で
あ
る
、
予
ね
朝
廷
の
錯
し
に
之
を
一
品
む
者
で
み
る
?
朝
鮮
若
じ
廃

分
す
ぺ
く
ん
ば
、
伊
藤
会
の
死
な
し
と
織
も
鹿
分
ず
べ
き
で
あ
る
。
朝
鮮
若
，
し
蕗
分
す
べ
か
ら

、
も
d

れ
ば
、
百
の
伊
藤
n
公
の
幾
あ
t
り
と
嫌
芯
底
分
す
べ
か
ら
か
』
ゐ
d
u

の
で
あ
げ
心
。

f

堂
々
、
な
る
天
朝

、
は
ー
自
ら
鴻
ナ
ペ
奇
跡
'
下
、
潟
ず
べ
き
手
段
を
、
白
金
必
然
に
一
潟
ず
べ
き
も
の
マ
あ
っ
て
、
少
し
も
摺

托
の
形
逃
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
思
ふ
o

o

p

p

l
u
A

叉
所
調
合
邦
論
、
ど
賛
成
ナ
ー
か
人
々
の
中
に
は
、
朝
鮮
右
併
呑
す
'
ふ
1itι
同
…
議
な
t

り
之
思

ふ
〈
居
可
心
者
が
み
る
が
、
予
は
合
邦
之
併
呑
ー
と
の

r

問
に
は
極
め
て
議
を
距
隣
が
あ
る
と
忠
ふ
。

一
両
ド
レ
〈
予
の
此
疑
は
、
一
滋
曾
の
一
合
長
李
容
九
州
ぺ
-
東
京
の
ニ
三
新
聞
枇
長
に
寄
せ
た
る
書
翰
に

一
ブ
一
よ
っ
て
、
之
乞
切
一
一
わ
に
す
い
る

ι一
之
が
出
来
-
有
印
ゐ
一
一
挙
容
九
は
ぷ
邦
は
一
千
湾
人
の
朝
鮮
人
を

一一一
)I

一
一
一
一
ぺ
H
2
W
1
1

ー!
?
?
1
J
J
l
J
J
j
j
j
j
j
J
k
y
-
-

f
r
i
l
l
-
-十
l
i
l
-
-
v
i十
i
i
l
l
i
t
-
-
i
l
l
i
t
-
-
i
l
i
t
i
t
i
l
-
-
i
i
i
i

一
一
以
市
中
将
九
が
、
朝
鮮
の
政
治
家
ぷ
十
什
貧
困
一
奴

ι日
せ
ら
一
i
b
j
官
v
b
ι

恐
れ
〈
の
鮮
明
な
る
か
j
l

知
L

。

ω
w
b
j

併
な
が
!
?
少
(
と
ば
ん
げ
…
邦
紛
が
一
併
治
論
ぷ
持
な
ふ

ι
とは一一

ι
1依
℃
縫
明
せ
ら
れ
ー
下

、

j
I

り

ι籾
山
い
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
合
邦

ιは
王
盛
岡
情
乞
誌
健
仁
し
て
、
而
じ
て
日
本
之
合
同
ー
叫
に
ん

と
す
る
j
y
の
?
の
丸
一
腕
地
利
何
牙
利
の
一
如
を
は
共
形
式
で
み
ふ
が
、
朝
鮮
の
政
治
家
が
合
邦

論
を
唱
滋
し
な
が
ら
付
皇
室
か
二
百
々
ず
る
所
を
見
れ
ば
、
皇
室
十
一
真
僚
に
し
げ
て
合
阿
せ
ん
と
す

一
る
十
の
で
あ
っ
て
、
到
底
襖
地
利
勾
芳
利
と
唱
阿
}
一
蹴
す
る
乙

ιの
出
家
ぬ
、
郊
思
議
な
る
形
，
式

イ

ιな
ふ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
1
3加
の
諺
仁
-
天
仁
一
一
日
な
し
、
問
じ
ニ
玉
な
心
、
と
い
ふ
乙
と
が
あ
ふ
が
、

一
令
邦
論
肱
此
}
一
誌
を
以
て
訴
し
得
る
と
思
ふ

o
f

天
に
二
日
な
し
、
倒
に
ニ
王
な
し
、
朝
鮮
皇
室
舷

自
ら
皇
帝
と
精
し
で
、
俗
日
本
仁
会
せ
り
と
す
る
乙
之
は
殆
ど
錯
す
べ
一

hyら
や
C

る
乙

ιで
あ
'bq

ww-ず
る
仁
合
邦
は
併
悉
仁
非
一
ポ
ー
と
云
ふ
と
之
肱
、
先
以
て
明
に
せ
、
ね
ば
な

ιぬ
乙
と
で
ー
ゆ
る

Q

一

J

令
邦
な
ら
ば
令
邦
の
後
応
、
日
本
問
機
憲
治
裳
他
の
椴
利
を
享
一
〈

-VQι
と
を
秘
め
て
や
ら
い
お
い

一

な

ら

ぬ

。

併

希

な

ら

ば

之

を

郡

勝

ιし
、
之
を
治

b
ゐ
乙
一
之
牽
憾
の
如
1
1
1

、
総
務
の

γ
仁
笹
色
、
意

;
叫
ん
ど
布
一
か
一
ヂ
ト
内
問
問
機
り
格
枠
右
布
十
か
夕
、
議
長
選
患
の
紘
一

Jι
現
代
~
‘
下
、
総
別
な
る
政
訟
の
下
一
仁

川

位

十

乙

lLP出
来
み
0

3

併
な
一
ド

ι合
邦
仁
於
ズ
拡
斯
の
如
一
色
乙
之
は
路
求
ぬ
の

R

で
あ
る
j

ぃ
朝
鮮
一
統
治
の
滋
日
却
制
判
4

'

一

、、
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i 英
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悲
勢
崎
お
韓
治
建
議
襲
警
護
控
除
総
話
器
建
議
官
誌
粧
品
番
目
殻
器
智
駐
留
践
m
w
b
E弘
都
議
随
時
限
階
段
話
題
鼠
鵠
挺
問
機
器
鵠
髄
掛
川
S
a従
軍
膨
笹
益
軒
郵
船
閥
幹
z

朝

、

鮮

統

治

の

い

港

一

如

何

.

一

‘

・

‘

問

4

一
同
闘
が
印
皮
を
領
有
す
る
ー
や
、
英
図
皇
帝
は
印
度
入
を
慰
ひ
る
が
矯
に

i

大
印
ー
皮
の
議
帝
と
い
ふ
名

日
を
兼
ね
る
事
に
な
っ
て
居
る
が
-
朝
鮮
を
併
呑
す
る
と
し
て
が
も
、
朝
鮮
は
郡
勝
と
す
る
の
外
は

，
な
い
!
日
本
皇
・
怖
が
朝
鮮
皇
帝
を
兼
ね
る
と
い
ふ
程
の
必
要
港
認
め
な
‘
い
位
で
あ
る
。
要
す
る

に
合
邦
問
題
北
る
や
、
其
根
本
に
あ
る
思
想
極
め
て
践
旅
に
し
て
鯨
宿
す
る
所
が
な
い
。
殺
し

日
本
人
が
之
を
餐
成
ず
る
意
味
よ
よ
り
論
、
ヂ
れ
ば
、
併
呑
に
外
な
ち
ぬ
の
で
あ
る
が
、
予
は
併
一
一
容
は

然
ら
ば
何
故
に
予
は
併
呑
に
一
永
野
す
る
が
と
問
ふ
唱
の
が
あ
ら
ば
、
予
は
其
問
ふ
者
に
濁
し

て

問

は

り

。

何

故

に

朝

鮮

は

合

併

せ

念

る

べ

が

ち

診

る

わ

。

今

日

己

に

兵

棋

を

取

L

ツ
、
財
継
を

淑
よ
り
、
司
法
権
を
減
1
リ
、
日
本
滑
闘
の
岡
家
的
経
倫
よ
よ
り
謂
へ
ば
、
己
に
我
闘
は
満
足
し
て
居
る
の

で
あ
み
。
凡
?
で
保
護
閥
を
取
よ
り
、
殖
民
地
を
取
ふ
と
い
ふ
乙
と
は
、
帝
閥
的
経
論
じ
局
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
保
護
閥
じ
せ
よ
殖
民
地
に
せ
よ
、
常
閥
の
総
論
よ

b
守
口
へ
ば
我
闘
の
潟
に
存
在
す
る

が
も
の
モ
は
あ
る
が
、
併
な
が
ら
保
護
問
殖
民
地
の
内
政
共
他
の
民
政
に
淫
つ
て
は
、
誕
地
の
人
民

の
利
盆
の
潟
に
、
叉
成
ぺ
く
人
民
に
依
て
然

3
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
唱
の
で
あ
る
。
邸
中
り
縦
A

ザ
サ
持
名

は
保
護
関
ー
し
い
ふ
が
も
、
共
名
は
殖
民
地
と
い
ふ
昔
、
情
闘
の
経
論
よ
L
り
言
切
っ
て
己
に
我
品
川
閣
の
殺

時
機
に
非
・
?
と
思
ふ
。

中
じ
器
楽
る
以
上
叶
件
、
寸
土
尺
地
宅
我
皐
の
布
に
非
合
る
は
な
し
、
…
入
学
民
活
設
盆
の
民
民
に

非

念

る

は

な

し
d

け
乙
制
附
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
内
地
の
人
民
が
内
政
仁
依
て
際
下
の
徳
採
に
浴
す
る

が
如
(
、
獄
民
地
保
綾
閣
の
人
民
宅
、
亦
裳
内
政
仁
依
て
陛
下
の
徳
探
仁
浴
す
ぺ
を
"
も
の
で
あ
る

d

朝

鮮

は

闘

家

経

鶴

の

鰍

よ
t
り
、
我
闘
の
翁
仁
存
在
す
る
唱
の
件
、
あ
る
が
、
其
内
政
民
放
の
欧
州
よ

b

宮
へ
ば
、
朝
鮮
人
民
の
然
に
存
在
す
る
沿
も
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
英
政
治
以
成
べ

ι朝
鮮
印
刷
仁
、
成

ぺ
く
朝
鮮
の
事
情
に
熔
ー
ヂ
る
様
。
ド
ナ
ペ
を
沿
も
の
で
あ
る
。
然
7
Q

仁
我
図
的
水
の
位
置
よ
J
Q
/

言
っ

て
、
巳
に
縞
足
し
大
る
此
現
獄
左
打
…
破
せ
綜
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
必
要
何
虞
仁
ゐ
1

り
や

u

必

要

あ

ら
ば
併
容
も
可
な
よ
リ
、
必
要
な
き
に
現
釈
を
縫
兆
す
る
と
い
ふ
乙
と
は
、
予
の
賛
同
す
ゐ
能
は
も
d

i
B
 

-
一
，
園
理
》
車
砲
事
曹
流
れ
い
i

刊、d
、

、 色 町 v ・、

E 

る
間
別
で
あ
る
。

世
間
朝
鮮
併
呑
に
.
区
劃
す
る
も
の
を
名
け
て
臆
病
と
い
ふ
。
予
は
朝
鮮
を
併
呑
す
る
乙
と

を
厭
ふ
者
が
何
故
に
臆
病
な
る
か
を
知
ら
ぬ
。
若
し
是
、
が
外
闘
を
憐
ゐ
と
い
ふ
や
う
な
と
と

で
あ
る
な
ら
ば
、
或
り
臆
病
か
司
知
れ
ぬ
。
併
な
が
ら
今
日
日
本
が
朝
鮮
を
併
設
す
る
号
、
如
何

な
る
翻
宅
刀
に
勝
け
て
瓜
ず
は
む
‘
と
す
る
者
は
あ
る
べ
か
ち
な
る
乙
と
で
あ
る
。
践
は
衷
必
不
¥

愉
快
に
思
ふ
者
が
あ
る
か
宅
知
れ
ぬ
。
、
併
な
が
ら
鷲
カ
を
以
て
争
は
む
と
す
る
者
は
一
、
岡
唱

朝
鮮
統
治
の
、
道
如
何
，

i

、h

五

h-
L
「
F
!
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題
詩
的
持
韓
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民
間
関
制
覇

m

開
閉
m
盟

問

題

関

朝
鮮
'
続

u

一
治
の
遊
如
何
、
一
一
‘
一
一

e

a

.

、

六

一

点
。
ー
い

;

!

ι

ト

J

な

い

の

で

あ

る
J

‘
予
は
決
し
て
a

外
交
の
紡
よ
ウ
何
人
仁
者
憾
る
の
で
は
な
い
が
、
併
な
が
ら
只
一

日

本

帝

閣

の

得

失

よ
t
り
論

b
〈
、
併
容
を
機
曾
仁
非
?
と
す
る
者
で
あ
る
-
凡
そ
郊
の
如
を
彪

分
の
際
…
仁
司
臆
病
で
あ
る
と
か
、
勇
気
で
あ
る
と
が
、
断

b
て
行
へ
と
か
云
ふ
、
所
精
気

z

を

負

ふ

の

諭

は
極
め
て
禁
物
で
あ
る
。
錦
繍
西
が
仰
鋲
印
度
に
臨
む
や
、
保
蘭
一
的
の
泣
i

扱

般

民

地

な

る

唱

の

一
γ

一
一
以
鐙
仁
-
交
肱
の
一
闘
あ
る
の
み
、
共
他
東
蒲
楽
-
安
中
間
、
東
京
、
老
綿
、
此
同
州
は
宵
安
市
壬
の
統
治
の

下
に
存
在
し
て
、
倣
…
蘭
西
は
億
に
保
諮
問
之
い
ふ
名
の
下
に
之
宮
統
治
す
る
の
み
で
あ
る
。
一
例

繭
商
泰
山
の
威
刊
を
以
て
此
間
関
を
む
ぼ
ず
で
tι

は
極
め
て
容
易
の
事
，
で
あ
る
が
、
常
之
を
滅
ぼ

3
i下
、
保
護
闘
と
し
て
存
在
せ
し
め
て
e

居
る
の
で
あ
る
-
和
蘭
人
の
瓜
肢
を
倣
有
す
る
や
、
葉
土

‘
一
一
地
の
諸
王
-
資
絞
を
滅
ず
や
極
め
て
符
日
併
で
あ
る
が
-
命
之
を
減

3
歩
、
電
一
減
俸
過
を
胤
ハ
ヘ
る
の
み

J

な
ら
み
少
、
ス
マ
タ
ラ
以
下
の
島
に
歪
つ
て
は
、
土
王
と
の
俗
約
じ
依
で
僅
に
機
利
を
得
る
と
い
ふ

乙
と
に
止
め
て
ほ
泊
る
。
一
一
関
人
が
土
主
及
ぴ
土
営
企
滅
ぼ
す
乙
と
何
ぞ
難
か
ら
む
。
併
な
が
ら

量
一
之
を
減

3
・・J少
し
て
存
在
せ
し
り
る
と
い
ふ

t
が
政
治
の
妙
味
で
あ
る
。
備
鶴
一
的
の
チ
ユ
ニ
サ
人

仁
於
け
る
)
之
を
減
し
て
ア
ル
ゼ
リ
ヤ
の
如
く
郡
鯨

!c
ず
る
乙
之
は
、
所
謂
朝
飯
前
の
仕
事
で
あ

る

。

訴

な

が

ら

之

を

滅

3
、
ず
し
て
、
常
一
保
護
闘
と
し
て
壁
一
ぐ
は
何
故
で
あ
る
が
、
此
附
に
妙
味
が

h

一
t

一
隅

rliltsigilli-mitis-Estgritti--Eti--tEErr--EEl--fritil--ttIItatitti--E 

あ
る

-Pら
で

あ

る
0

・

民

来

半

島

に

於

け

る

英

古

利

の

機

カ

は

巴

γ
ト
・
充
分
行
機
い
っ
て
ほ
泊
る
、
品
均
等

の
諸
州
を
卒
げ
て
新
嘉
磁
の
如
を
殖
民
地
之
ず
る
乙
と
は
、
容
易
な
事
ー
で
あ
る
仁
拘
ら
歩
、
市
聯

A
U

保
諮
問
の
名
の
下
に
、
英
古
利
は
直
接
政
治
を
避
け
て
居
る
は
何
故
で
あ
る
が
、
雲
市
資
州

、
英
他
の
地
方
に
於
け
る
文
那
の
勢
力
は
充
分
樹
立
せ
ら
れ
て
，
居
る
。
併
な
が
ら
ぬ
問
ほ
土
司
な

ー
る
者
が
あ
っ
て
、
昔
の
封
建
の
大
名
を
其
億
じ
存
織
せ
し
め
て
掻
く
の
は
何
殺
で
占
め
る
か
。
凡
川

そ
是
等
の
事
、
口
ハ
ム
換
を
負
ふ
の
論
よ
L
リ
行
け
ば
、
総
て
'
一
掃
し
て
足
れ
'
り
で
あ
、
る
が
、
各
闘
と
宅
政

治
仁
者
い
花
る
者
は
、
皆
之
を
減
す
乙
と
を
せ
ム
ダ
、
啓
一
玉
、
土
品
問
、
醤
貴
族
を
存
夜
せ
し
め
、
英
政
治
機

闘

を

逝

b
て
人
民
を
治
め
、
成
ぺ
く
替
恨
&
曾
愛
し
、
啓
組
織
、
営
利
用
す
る
と
い
ふ
乙
と
脱
、
各
闘

が
殖
民
政
治
じ
い
於
ー
て
総
駿
し
て
得
大
所
の
相
官
誠
仁
依
る
の
で
ゐ
る
。
英
、
悌
、
和
闘
、
文
郊
の
諮
図
)

智
雄
開
制
を
利
用
す
る
乙

2
・
を
利
と
す
る
仁
蛍
っ
て
、
濁
t
り
日
本
の
ぷ
何
故
に
女
式
兵
馬
の
継
を

悉
く
」
取
去
っ
て
、
併
「
惑
問
機
の
』
事
貨
を
懇
げ
花
一
る
朝
鮮
に
於
て
、
街
併
呑
と
い
ふ
形
一
を
行
拡
ね
ば

満
足
、
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
わ
。
予
は
此
鮎
じ
於
て
我
政
治
家
が
、
隊
総
巴
諸
閥
川
獄
中
口
内
政
治
の
跡

を
棒
、
ほ
ひ
乙
と
を
盟
む
者
で
あ
る
ー
一
‘

J

凡
そ
人
一
の
一
慨
を
取
る
の
，
雛
を
仁
非
歩
、
取
っ
て
而
じ
て
之
を
治
り
る
の
難
を
で
あ
る
。

.

v

日
朝
鮮
、
統
治
の
一
謎
邸
側
1
1
1

竜一一
u

f

t

-

もー一
.

9

!

L

唱

、、

7 

予
は



、
‘ 

制
訟
敵
前
協
齢
認

朝

鮮

統

治

の

滋

如

伺

星、

8

朝
鮮
鹿
n
?
に
付
て
世
間
樟
ふ
と
論
、
下
/
る
お
あ

b
と
雄
也
、
此
朝
鮮
宮
如
何
に
し
て
治
む
べ
を
か

J
l
c
w
h引
責
際
の
畿
一
論
一
仁
至
っ
て
極
め
て
乏
し
き
者
あ
る
を
歎
息
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
の
闘
を

取
っ
て
之
を
治
り
み
や
、
一
一
一
つ
の
方
法
が
あ
る
。
。
英
一
件
英
怠
品
却
に
結
ぶ
の
で
あ
る
。

業
管
支
若
く
は
士
総
と
い
ふ
階
級
に
結
ぷ
の
で
あ
る
。

八

共
ニ
は

其
一
一
一
は
士
挨
皇
官
一
を
外
仁
し
て
土
民

広
結
A
P

の
で
あ
る
。
我
閣
の
朝
鮮
仁
於
け
る
、
来
し
て
此
三
者
の
何
れ
に
か
給
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
然
る
に
朝
鮮
土
民
の
カ
未
だ
畿
建
せ
歩
、
皇
室
は
民
稜
仁
し
て
頼
む
仁
足
ら
、
下
。

頼
む
所
の
者
拡
所
淘
官
変
u
A

伐
士
放
の
階
級
で
あ
る
、
我
闘
拡
今
後
と
が
も
此
階
級
の
じ
ん
か
る
右

越
し
、
此
階
級
の
絶
ゆ
る
を
機
ぎ
、
此
階
級
の
散
文
る
を
集
リ
初
、
而
し
て
此
機
関
を
遜

b
て
朝
鮮
を

治
め
る
と
い
ふ
乏
と
を
せ
ね
ば
、
未
来
永
籾
平
和
を
得
る
時
は
あ
る
ま
い
と
品
ふ
。

近
世

文
那

の
政
治
を
論
歩
る
者
は
、
添
く
康
鴻
乾
隆
と
制
問
ふ
の
で
あ
る
が
、
康
限
時
代
に
於
て
は
天
下
決
し

て
主
笠
じ
歓
服
し
允
沙
も
の
で
は
な
い
、
到
る
蕗
に
可
燃
性
の
分
子
拡
充
満
し
て
居
つ
大
が
、
時
の

政
治
家
に
活
眼
な
る
者
が
申
め
っ
て
、
言
論
仁
宮
み
、
人
を
煽
動
ナ
る
の
カ
f

ゆ
る
殺
な
集
め
て
、
様
々

な
る
委
員
制
度
わ
に
起
し
、
或
は
康
鴻
字
典
、
業
他
大
部
の
著
作
に
従
事
ー
せ
し
め
て
、
共
粉
カ
を
袋
に

漏
3
し
め
花
、
是
削
も
〕
・
個
の
字
典
、
清
朝
を
安
く
す
と
澗
聞
は
れ
北
欝
，
で
あ
る
。
叉
爪
陛
の
如
め
戸
}

¥ 

は
、
議
王
宮
一
じ
は
非
常
に
多
額
の
黄
金
を
年
々
贈
っ
て
、
而
し
て
其
下
仁
あ
る
士
族
弘
、
政
事
官
iι

相
並
ん
だ
楯
理
官
と
い
ふ
名
の
下
に
、
理
事
官
と
殆
ど
同
様
な
る
一
一
偽
何
千
プ
?
リ
シ
と
い
ふ

年
俸
を
奥
ヘ
て
、
爪
睦
の
島
、
だ
け
で
二
十
二
人
の
綴
理
官
を
置
を
、
叉
論
理
官
の
下
に
は
そ
れ
ぞ

れ
和
蘭
本
図
の
官
支
と
相
弛
ん
で
、
相
一
砂
同
の
土
人
士
族
を
高
官
に
採
用
し
て
、
相
官
の
月
給
古
典

ヘ
、
成
一
ぺ
く
是
等
の
者
を
使
ぴ
、
成
一
ぺ
く
是
等
の
勢
力
を
利
用
し
て
土
民
を
治
め
る
専
を
努
め
て

ほ
泊
る
。
和
蘭
初
官
吏
は
此
土
曾
、
土
官
よ
t
り
成
る
所
の
務
理
官
を
初
と
し
て
、
議
く
呼
ぷ
に
訟
と

い
は
ポ
ノ
し
て
、
叶
我
弟
』
よ
と
い
ふ
親
愛
な
る
女
字
を
用
ゐ
て
居
る
。
而
し
て
直
接
の
政
治
は

長
符
の
土
曾
、
土
官
が
潟
す
の
で
あ
る
。
和
顔
人
は
優
に
之
を
監
督
し
て
、
英
非
泣
を
医
す
と
い

ふ
仁
過
ぎ
ぬ
。
凡
そ
人
の
闘
を
治
ひ
る
は
、
斯
の
如
く
求
、
岡
仁
於
て
鳥
取
勢
力
あ
る
分
子
を
利
用

す
る
乙
と
を
考
ヘ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
我
闘
は
脅
て
朝
鮮
に
於
て
、
王
室
じ
結
ば
ん
と
し
て
失
敗
し
、

爾
班
仁
結
ぽ
ん
と
し
て
失
敗
し
、
土
民
に
結
ば
ん
と
し
て
失
敗
し
、
今
日
に
於
て
は
三
者
執
れ
を

主
と
し
て
用
ぬ
ん
と
す
る
が
、
殆
ど
目
的
な
を
政
治
を
行
っ
て
居
る
が
'
如
営
形
が
あ
る
、
北
ぬ
れ
予

の
甚
だ
歎
息
に
堪
へ
ぬ
所
，
で
あ
る
。
予
は
…
屡
々
此
事
を
以
て
伊
藤
お
に
退
官
し
、
伊
総
会
常
亦

9

之
を
可
と
し
、
な
の
で
あ
る
円
未
だ
之
を
行
は
か
』
る
に
蛍
っ
て
不
幸
な
る
絞
を
慾
げ
食
。
予
け
い

朝

鮮

統

治

の

滋

如

何

. 、

:.~h.1 
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朝

鮮

統

治

の

滋

如

何
l
J

今
後
と
が
も
に
、
文
郷
が
潟
じ
ω
比
一
る
が
如
く
、
和
瞬
、
が
潟
し
北
る
が
如
く
、
朝
鮮
じ
於
け
る
言
論
煽
動

の
勢
力
あ
る
雨
班
、
士
族
、
官
支
の
階
級
を
議
鮎
ま
で
は
周
ぬ
て
、
成
べ
く
業
枇
曾
組
織
を
破
壊
せ

合
る
政
治
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ

ι忠
ふ
。
離
し
朝
鮮
を
併
呑
す
る
の
後
と
し
〈
号
、
此
組
織
を

行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
況
や
朝
鮮
を
併
呑
せ
合
る
織
は
、
倫
一
此
政
治
を
行
は
』
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る

仁
今
併
呑
論
者
の
宮
ふ
所
を
開
け
ば
、
朝
鮮
を
併
呑
し
、
併
せ
て
朝
鮮
を
同
化
し
、
愁
く
根
本
的
じ

官
家
、
ま
で
が
も
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
一
五
ふ
の
で
あ
る
が
、
驚
く
ぺ
を
議
論
と
鋼
聞
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

J

予
は
併
呑
論
は
趨
鴬
の
時
期
に
依
て
或
は
賛
成
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
併
な
が
ら
併
呑
し
て
後
z

議
く
サ
判
官
吏
を
日
本
人
を
以
て
之
に
充
つ
べ
し
と
一
五
ふ
が
如
合
議
論
に
湿
っ
て
は
、
徹
磁
徹
路

不
同
意
を
表
白
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

ー
近
世
殖
民
政
治
を
論
-JVJ

る
者
、
佐
々
保
護
闘
を
以
て
滋
渡
航
川
代
の
制
度
で
あ
っ
て
、
何
等
h
v
vト

h
v

鍵
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
者
、
が
あ
る
。
邸
志
保
護
闘
は
、
何
時
-P
知
れ
ぬ
が
、
兎
に
角
其
形

を
艶
ヘ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
賀
市
を
ム
一
日
ふ
者
が
多
い
が
、
予
は
之
宮
採
ら
ぬ
。
¥
保
護
閣
と
い
ふ
ζ

，
と
は
、
猶
英
闘
の
主
領
櫛
民
地
若
く
は
自
治
猫
民
地
と
い
ふ
が
如
く

J

自
ら
一
一
個
の
織
を
漏
し
党

も
の
で
え
あ
一
っ
て
、
若
じ
王
閥
は
共
和
政
治
仁
鐙

b
、
共
和
政
治
紘
一
駐
合
政
治
仁
畿
歩
る
と
い
ふ
が

10・ド

。
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如
一
号
、
極
史
の
援
態
よ
1
9
合
同
へ
ば
総
て
の
制
度
は
幾
遜
せ
か
で
る
唱
の
は
な
い
の
合
み
る

G

が
ら
若
し
成
年
限
の
内
応
於
て
論
ポ
ノ
れ
ば
、
保
護
政
治

2
，
い
ふ
唱
の
は
必
し
唱
鑓
化
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
沿
も
の
で
は
な
い
。
保
護
闘
は
古
来
其
形
な
さ
に
あ
ら
ホ
ノ
正
雄
号
、
最
も
之
を
r鮮
明
に
行
日

、
党
る
は
、
錦
繍
西
が
チ
ユ
ニ
ス
に
行
っ
記
の
が
始
め
で
あ
る
。
.
錦
蘭
商
人
は
自
ら
之
bv-
以
て
俄

蘭
商
政
治
上
の
天
才
仁
依
っ
て
畿
日
却
し
花
ゐ
一
の
形
式
で
あ
っ
て
、
古
来
殖
民
地
中
此
の
如
?
を

巧
妙
な
る
制
度
は
な
い
と
言
っ
て
居
る
。
邸
も
殖
民
地
と
す
れ
ば
、
総
て
醤
奈
の
枇
合
総
織
t

を

銭
安
る
乙
と
を
党
れ
い
ぬ
の
で
あ
る
が
、
保
諮
問
主
二
五
へ
ば
、
大
館
の
，
政
治
は
土
民
土
王
に
行
は
し

め
て
、
偽
騎
西
は
唯
之
を
保
殺
し
て
、
大
局
に
於
て
監
督
す
る
仁
止
ま
る
が
故
に
-
直
後
政
治
に
作

ふ
責
任
之
費
用
?
と
面
倒
が
な
い
。
人
の
倒
を
取
づ
て
直
接
仁
之
を
治
め
る
は
、
山
地
を
取
っ
て

之
を
夷
げ
3

て
平
地
仁
し
て
、
而
じ
て
後
建
築
す
る
が
如
営
不
便
利
が
あ
る
、
保
護
閣
に
一
企
つ
、
て
は
、

山
地
を
取
れ
ば
取
っ
北
健
で
少
し
号
制
る
と
い
ふ
不
便
利
な
く
、
共
俸
に
建
築
す
る
と
い
ふ
も

'
の
で
V

め
る
。
錦
繍
商
の
議
舎
に
一
於
ソ
て
、
赤
熱
な
る
共
和
議
、
ガ
ム
ペ

y
〆
の
政
府
が
チ
ユ
ニ
え
を

保
護
側
悶
l
L
ず

t

る
の
侠
利
を
説
明
し
松
崎
の
言
葉
は
此
の
如
く
で
あ
V
0
4

が
、
予
は
我
政
府
が
、
朝
鮮

少
一
部
膝

ιせ
や
/
し
て
保
諮
問

ιじ
北

ι云
ふ
乙
と
は
、
最
弘
賢
明
な
vlQ

滋

b
，
方
で
あ
る
と
思
ふ

:
朝
鮮
統

J

治

の
υ

滋

如

加

山

一

色

J

1

J

l

。ゃ
な
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朝

鮮

統

治

の

鑓

如

釘

・

‘

-

H

'

然
る
仁
、
今
之
を
縫

b
て
併
呑
し
、
葉
大
陸
号
、
英
地
方
官
也
、
共
巡
査
号
、
薬
欣
税
文
号
、
悉

く
日
本
人
を
以
て
之
に
充
て
ゃ
う
と
い
ふ
に
淫
つ
て
は
、
驚
く
べ
を
議
論
と
間
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

朝
鮮
弱
閣
と
織
も
隊
一
一
一
千
年
の
歴
史
を
有
っ
て
居
る
l

英
村
落
の
組
織
、
其
枇
舎
の
組
織
、
自
ら

此
系
統
あ
L

り
組
織
ゐ
る
者
を
利
用
せ
安
、
恰
活
躍
非
利
加
の
滋

島 ...... 

...... 

て
反
る
。

一
備
の
系
統

k
有
っ
て
居
る
。

人
の
枇
曾
仁
入
つ
食
如
く
、
縦
横
無
惑
に
日
本
人
と
日
本
の
組
織
を
周
ゐ
り
と
す
る
仁
蛍
つ
て

は
、
政
治
の
何
物
大
る
が
}
知
ら
も
C

る
般
人
の
所
行
と
網
開
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

少
し
く
智
慈
ゐ
る
者

予
は
成
べ
く
今

後
之
責
務
一
枇
舎
を
利
用
し
、
沓
紡
織
を
利
用
し
!
議
官
哀
を
利
用
し
、
雨
班
を
利
用
し
、
館
者
を
利
郊

は
、
此
系
統
、
此
枇
舎
を
利
用
す
と
い
ふ
事
を
宥
ヘ

る
の
は
自
然
の
勢
で
あ
る
。

子.~.!事務盤間帯担問婦問l'i暗柄拘欄盟臨時間繍捕時駒努議開一一

し
て
、
彼
等
を
し
て
政
治
せ
し
め
て
、
日
本
は
英
背
後
仁
症
っ
て
綱
を
引
く
と
い
ふ
乙
と
を
以
て

議
電
必
要
な
る
乙
と
k
s

思
ふ
て
局
一
る
。

凡
そ
政
治
を
論
歩
る
時
に
蛍
っ
て
、
閥
一
家
以
物
理
惑
の
原
則
に
支
配
せ
ら
る
、
対
も
の
で
み
る

と
か
、
自
然
の
議
迭
を
待
ぃ
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
が
、
或
は
馬
上
に
依
て
取

b
し
」
穴
下
号
、
馬
上
に

依
て
治

U
べ
か
ら
?
と
い
ふ
が
如
を
議
論
は
、
苦
々
が
新
開
紙
上
に
於
て
数
十
年
来
見
開
し
来

つ
文
郎
別
で
あ
る
が
、
今
日
我
が
一
部
の
政
治
家
が
朝
鮮
に
於
〈
行
は
ひ
と
す
る
所
は
、
会
く
物
理

惑
の
原
則
を
越
え
、
社
合
事
の
原
則
を
超
え
、
馬
上
仁
依
て
得
ー
な
天
下
を
馬
上
じ
依
て
治
め
む
と

す
る
主
義
で
あ
る
。
天
下
式
蹴
を
排
す
る
の
議
論
が
多
い
が
、
朝
鮮
じ
向
っ
て
根
本
的
改
輩
を

V 
り，--司、"‘島‘争
tεJ ~、‘

せ
よ
と
い
ふ
が
如
を
議
論
は
、
之
を
裁
断
政
治
と
同
系
統
の
者
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

予
は
如
J

何
一
一
に
し
て
毛
朝
鮮
に
於
て
直
接
政
治
を
す
る
と
い
ふ
乙
と
は
、
甚
だ
愚
か
し
き
事
と
思

ふ
、
成
ペ
く
朝
鮮
人
を
官
京
と
せ
よ
、
成
ぺ
く
朝
鮮
の
村
落
絵
を
利
用
せ
よ
、
成
ぺ
く
朝
鮮
の
歌
合

組
織
を
利
用
せ
よ
。
成
べ
く
朝
鮮
の
雨
班
を
利
用
せ
よ
。
出
来
得
る
務
は
朝
鮮
の
皇
室
営
利

而
し
て
日
本
人
は
監
督
者
の
位
績
に
立
っ
て
、
常
園
経
論
の
よ
よ
ら
大
綱
を

A

取
れ
ば

用
せ

J: 
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足
れ
・
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

叉
窃
に
悶
く
所
に
依
れ
ば
、
朝
鮮
の
官
京
電
今
後
交
官
佳
M
N
A
7

に
依
な
者
を
用
ゐ
る
l
L

い
ふ

乙
と
を
開
く
が
、
是
亦
馬
鹿
々
々
し
き
事
で
あ
っ
て
、
併
呑
諭
が
一
方
の
愚
論
で
あ
れ
ば
、
任
用
令

に
依
〈
官
支
を
採
る
と
い
ふ
乙
と
宅
一
方
の
風
間
論
マ
あ
る
。
今
日
我
闘
の
任
期
令
な
る
遣
の

は
、
日
本
の
閣
情
に
熔

b
‘
文
相
官
識
を
宿
っ
て
ほ
泊
る
官
吏
を
取
る
潟
の
規
別
で
あ
る
。
朝
鮮
は
日

本
認
を
解
せ
歩
、
日
本
の
交
感
行
は
れ
で
日
本
と
一
般
舎
組
織
を
臨
時
に
す
る
闘
で
あ
る
。
然
る

に
共
闘
を
治
め
る
官
或
を
百
本
の
究
官
任
用
令
に
依
つ
〈
採
用
せ
ん
と
す
る
に
蛍
つ
て
は
、
抱

朝

鮮

統

治

の

}

滋

如

何

4

0

..... 
・.... ‘ 



1 
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朝

鮮

統

治

の

謎

如

何

腹
絶
倒

f

で
あ
る
。
予
は
若
し
交
官
任
期
ム
ザ
を
総
べ
を
官
・
一
見
と
す
る
な
ら
ば
、
新
仁
日
本
政
府
の

中
に
、
朝
鮮
赴
任
官
来
任
期
A
V

な
る
鳴
を
作
ト
し
り
、
朝
鮮
語
及
朝
鮮
歴
史
、
朝
鮮
総
女
、
朝
鮮
の
枇
合
制

度
、
風
俗
習
慣
等
じ
遇
践
し
従
る
者
を
採
る
特
別
の
究
官
任
期
A

怖
を
作
る
必

A

裂
が
あ
る
一
と
思
ふ
。

そ
れ
?
に
し
て
も
理
事
官
及
統
監
府
、
朝
鮮
政
府
の
高
官
、
の
'
加
を
は
、
少
し

q
此
絵
令
に
披
ら
歩
、
表

任
官
以
下
の
者
拡
此
任
期
A
7

に
依
る
F
f
一
い
ふ
事
に
し
、
北
方
が
宝
ら
う
と
閉
山
ふ
。
英
闘
の
印
皮

に
於
け
る
、
之
を
取
る
事
巴
に
一
百
年
、
英
諒
一
号
随
分
品
背
反
し
て
ほ
刷
る
が
、
常
英
同
聞
は
印
皮
に
地
く

官
戎
に
は
一
定
の
誠
駿
、
…
:
定
の
資
格
を
要
求
し
て
、
ヒ

y

グ
!
の
件
前
律
、
ヒ

Y

グ

l

の
路
市
外
、
風
俗

和
闘
の
殖
民
地
仁
怒
る
官
真
活
亦
然

b
，
で
、
和
蘭
の
法
律
の
外

是
其
土
地
の
事
情
、
異
土

川
日
開

‘ 

習
慣
等
を
傍
件
と
し
て
ほ
加
え

仁
、
マ
ホ
メ
ヅ
ト
殺
の
絵
律
、
習
慣
、
歴
史
を
試
験
科
目
に
加
へ
て
居
る
。

地
の
風
俗
、
土
民
の
戚
情
等
を
務
ず
る
紡
仁
於
て
、
通
締
政
・
治
は
甚
だ
危
険
で
あ
る
が
潟
に
設
け

が
ル
制
皮
告
で
あ
る
?
今
日
我
統
鮫
府
と
内
閣
大
臣
と
の
聞
広
於
て
、
日
本
穏
に
依
て
諮
し
得
み
乙

と
は
甚
だ
便
利
刊
で
あ
る
が
、
携
の
'
知
念
便
利
が
永
久
に
有

hJ
得
る
と
思
ふ
乙
と
は
出
来
ぬ
。
此

間
以
誠
は
滋
静
化
依
て
話
す
乙
と
港
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
地
方
の
小
民
と
地
方
の
日
本
官

家
主
の
問
を
、
漣
懇
に
依
て
)
々
諮
る
之
い
ふ
ゃ
う
の
乙
と
で
あ
れ
ば
、
事
を
嫡
母
娘
し
、
戚
情
の
組

、、

艇
を
来
し
、
事
情
を
誤
解
す
る
と
い
ふ
乙
と
は
免
れ
ぬ
乙
と
で
あ
る
ο

備
鋲
印
皮
に
於
て
ぷ

1
1

五

六
年
前
仁
皇
室

ι例
閣
の
官
吏
，
と
常
に
札
機
が
絶
え
な
か
っ
花
川
ぺ
今
日
仁
漂
っ
て
議
開
に
立

、"":1!i霧器軍事唱菰臨調摂楠橋祭欄3
-‘  

、、

符守匂 司電了、
、忌も

J
 

•• • 
、

占宅

、
、

訪‘
 

.、

つ
議
懇
の
好
策
に
基
い
た
と
い
ふ
乙
之
、
が
分
つ
〈
来
校
、
我
問
之
朝
鮮

ιの
問
仁
は
、
斯
の
如
を

事
な
し
と
す
る
号
、
斯
の
如
き
事
に
類
し
投
る
小
事
件
以
、
日
々
仁
迦
っ
て
ほ
均
h
V
Q

乙
之
モ
み
ら
う

と
思
ふ
。
然
ら
ば
朝
鮮
語
、
朝
鮮
歴
史
、
朝
鮮
風
俗
を
知
る
事
お
官
吏
仁
最
宅
必
要
な
る
急
務
句

、
あ
る
、
然
る
仁
之
を
主
と
せ
ヂ
し
て
、
日
本
女
官
任
用
令
に
依
つ
北
官
吏

k
朝
鮮
官
東
と
せ
ん
と

{
す
る
が
如
を
は
、
践
の
桜
之
路
拡
ね
、
ば
な
ち
ぬ
。
予
は
統
監
、
が
蹄
朝
。
じ
た
る
事
を
容
と
し
て
、
判
定

等
の
欧
州
仁
就
て
大
に
根
本
よ

b
攻
究
す
る
所
あ
ら
ひ
と
と
を
盟
ひ
者
で
あ
る
。

場

白白， " 

、

. 

u; 

鮮

戦

統

的

の

灘

、

如

何

ま1.


